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潮
有
者
又
は
取
得
者
に
対
し
て
琴
す
孟
別
土
地
保

有
税
を
涙
免
ナ
を
と
と
が
で
き
る
｡

7
　
公
益
の
た
め
に
藩
凄
専
用
す
る
土
地

ニ
町
芸
要
望
部
鷺
允
る
炎
暑
賢
軒
L
,
著
寺
領
巌
を
演
じ
空
地
,

∫

.

㌔

-

一

之
霊
の
規
富
ま
て
特
空
地
保
有
警
-
-
-
う
と
若
者
誓
約
欝
前
音
等
雪

一

次
に
揚
げ
る
事
萌
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
や
成
免
を
受
誓
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付

∫

し
て
町
長
に
連
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
表
い
.

-
.

]
　
納
税
義
務
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

土
地
の
満
場
'
麗
蓉
'
地
目
､
帯
凍
バ
ー
取
得
年
月
日
及
び
取
簿
価
療
並
び
に
税
蘇

I

"

 

'

･

:

-

　

＼

.

.

l

■

,

.

,

　

　

′

(

.

.



I-･ I--

ふ　＼

iiiii面-

長
i
S
i
ノ
ー

ー

一

　

　

　

　

　

●

t

.

壬

.

　

.

′

三
　
城
免
を
受
け
よ
う
と
す
孟
由
及
び
前
額
讐
毒
の
士
魂
把
あ
っ
て
誓
そ
,
の
蔵
書
の
状
況

空
夢
の
規
定
抵
工
芋
解
剖
立
地
保
有
税
の
滅
免
を
t
受
抄
た
者
誓
与
の
事
由
義
満
漉
し
た
場
合

/

に
は
'
.
直
ち
に
そ
の
昏
滝
町
霊
重
曹
じ
敷
け
れ
ば
を
ら
恵
S
o
　
　
′

附
則
弄
十
集
中
｢
共
十
二
項
｣
吾
声
十
四
項
旨
改
め
る
･

}

･

J

･

､

･

･

/
附
則
第
十
,
 
J
l
集
妄
決
め
よ
'
う
に
改
め
る
.
 
O

J

 

メ

㍉
(
土
地
惟
対
し
て
紅
す
る
昭
和
を
十
義
彦
蘇
ら
昭
和
管
下
三
年
度
羊
で
の
各
年
度
分
の
歯
慶
資
産
我
の

特

例

に

押

す

㌃

用

帝

の

意

義

)

　

　

　

､

　

　

　

･

　

　

　

　

.

･

　

　

　

　

　

　

　

　

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

.

h

 

I

･

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

･

サ

∴
算
十
妄
-
扶
桑
か
ら
附
則
筆
意
竜
で
妊
お
1
て
'
淀
の
各
号
旺
掲
げ
ろ
用
舞
の
意
義
は
･
そ
れ
ぞ

れ
当
敢
各
号
､
紅
掲
げ
る
親
近
綻
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
､
る
0
1

γ

l
　
集
地
　
畠
附
則
第
十
七
壌
薦
7
,
号

T

 

1

〓
　
宅
地
等
　
法
附
則
第
十
七
集
第
二
号

妻
,
法
昇
拳
　
法
瀞
郎
集
十
滝
隻
集

′

叫

r

四
　
前
年
度
分
の
由
定
資
産

あ
つ
て
は
･
法
.
附

･

M

六
号

r

切

,

管

#*

額
法
相
別
辞
十

1
項
　
へ
附
則
第
十
三
条
の
場
合
に

こ
凍
艦
卦



-　亀-　ノ

4

附
則
第
十
二
集
の
見
出

讃

L

中
｢
昭
和
四
十

ー
年
度
か
ら
昭
和
五
十
年
産

ち

賢

　

/

.

t

.

〟

オ

1

ノ
ブ

I

ト

!

　

･

.

　

･

｣
を
｢
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら

慧
漂
三
豊
旨
改
華
葡
意
義
串
｢
孝
音
叉
妊
赦
免
-
定
蛋
用
を
′
愛
望
も
恥
を

除
く
｡
)
　
｣
を
削
J
q
･
｢
昭
和
四
十
7
年
度
か
ら
昭
和
四
十
歪
鹿

ヽ

五
十
三
年
度
｣
に
改
め
･
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
#
 
･
め
る
｡

｣
を
｢
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
暗
和

率

附
則
第
十
二
条
幕
二
項
及
び
璽
二
項
を
削
る
.

ヽ

ゝ

附
則
集
十
二
条
の
二
を
削
る
｡

7
･
i
t

附
則
第
十
三
条
を
畝
の
よ
う
に
改
め
る
.
･

･

､

裏
地
農
し
て
警
-
和
要
言
鹿
-
昭
和
苦
言
-
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
我
の

g

 

E

I

 

E

J

藤

粥

)

･

　

･

　

　

　

　

　

　

′

　

!

/

＼

警
孟
-
把
祭
雷
-
蛋
-
ら
昭
和
-
蛋
-
で
の
各
年
霊
の
固
定
資
憲
の

l

･

ご

.

.

ド



｢97
.　m

亀

辛

■

一

･

ノ

.

　

1

.

 

"

.

＼

＼

感
*
.
蛍
鞍
草
地
挺
廃
る
連
繋
年
産
舟
の
層
定
資
産
税
額
が
､
､
当
酸
鼻
地
に
係
る
当
鼓
年
産
舟
)
の
固
定

兼
象
我
托
備
品
前
年
ま
舟
の
蔵
定
安
産
税
の
課
税
榛
准
額
に
'
当
琴
農
地
の
次
の
表
の
上
欄
に
絡
げ
る
･

上
昇
率
の
区
分
琴
応
じ
'
敵
襲
の
7
滴
紅
梅
げ
る
良
避
萌
哲
率
奇
乗
じ
て
得
た
額
を
当
家
鼻
地
に
係
る

当
改
年
度
卦
の
嵐
虚
栄
重
税
の
課
税
海
草
と
浸
る
べ
重
層
と
し
た
場
合
に
溶
け
る
固
定
資
産
税
額
へ
以

下
r
集
地
粥
鹿
嵐
愛
染
藷
税
額
｣
と
S
う
｡
)
　
を
超
え
る
場
合
に
は
(
･
当
鼓
農
地
飼
養
固
定
資
産
税
額

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

.

　

/

/

と
す
る
｡

附
則
集
十
四
集
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

′

､
(
免
税
点
の
適
用
偲
解
す
鳥
海
例
3

･
ヽ

第
十
四
条
　
附
則
第
十
二
条
又
は
集
十
三
条
の
規
定
.
9
遵
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
我
に
限
J
E
h
､

J

J

･

.

･

 

'

･

.

I

 

I

.

.

(

第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
成
定
資
主
税
の
棟
.
#
襟
帯
と
な
る
+
(
き
畿
比
'
附
則
鰐
十
二
条
文
は
･
第
十
三

_
■

.

･

J

j

　

　

∵

.

.

/

　

.

.

.

.

･

1

.

I

.

･

､



TIQ~′
､.･ゝ一･.　こ

｢ー＼
-き■㌫

I

集
妊
競
売
す
碁
当
歓
年
産
舟
の
潜
定
資
東
我
の
練
税
額
草
と
を
る
'
(
奮
額
托
よ
る
も
の
と
す
る
｡

7

附
則
第
十
五
集
を
次
の
よ
う
把
改
め
も
｡

(
冬
毛
用
地
以
外
の
宅
地
等
に
対
し
て
鉄
す
る
昭
和
五
十
t
年
定
か
ら
昭
和
五
十
三
年
安
達
で
の
客
車
麓

舟
の
特
別
土
地
保
有
瀧
の
拝
観
の
特
例
)

弟
十
五
魚
正
則
第
十
二
轟
の
規
定
の
通
称
か
儀
る
宅
糠
等
蒜
熊
襲
三
条
夢
二
/
乳
に
掲
げ
る
宅
地
等

を
S
ぅ
も
t
Q
と
L
t
弟
六
十
1
粂
第
九
項
忙
規
定
才
を
食
毛
用
地
を
除
-
｡
)
　
咋
対
し
て
錬
す
る
昭
和

五
十
】
年
度
か
ら
昭
和
五
十
三
年
度
せ
t
J
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
､
第
首
三
十

七
壌
第
一
号
中
｢
洩
鞍
年
度
分
あ
固
定
襲
濠
税
の
陳
読
唇
準
七
な
る
+
(
善
価
格
｣
と
あ
る
の
は
'
｢
当
L

r
　
軟
串
良
舟
の
厳
定
発
重
税
把
傾
る
附
則
幕
十
二
条
霊
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
怒
る
べ
き
額
｣
と

す
る
｡

′

-

附
則
集
十
六
集
を
次
の
A
･
l
う
に
改
め
る
｡

(

せ

自

卦

キ

我

の

税

率

の

帯

解

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

∫

葬
十
六
集
　
昭
和
五
十
】
年
度
分
及
び
昭
和
五
十
二
奉
反
身
の
軽
自
動
車
棟
に
限
少
'
道
路
運
送
車
雨
の

･
<

一
㌧
了
　
.
 
･
l
.



､′

1

i

蒜
{
r
.
.
　
三

u

"

　

　

E

 

n

=

ノ

･

.

′

心雷が

･

一

[

　

　

1

拳

保
安
基
準
の
]
都
を
愚
正
せ
る
省
令
　
(
昭
和
五

＼

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

･

T

十
年
連
戦
響
令
弟
.
四
号
)
　
に
よ
る
改
正
後
の
遠
路
逓

J

　

　

　

　

　

　

　

　

-

送
車
両
の
保
安
毒
草
蒜
勅
〓
十
六
年
運
輸
省
令
寡
兵
十
施
専
)
第
三
十
]
粂
第
二
頚
の
適
用
を
受
け

ヽ

メ

る
載
計
敷
革
の
き
ち
取
壊
の
表
の
第
7
号
に
掲
げ
る
も
の
　
(
同
母
に
規
定
す
る
二
.
サ
イ
ク
々
の
原
動
機

･

壕
有
す
る
避
貞
劫
.
.
草
を
練
-
｡
)
耳
.
同
痛
及
び
河
集
結
三
溝
の
基
/
簿
に
適
合
す
る
も
の
並
び
に
懲
気

/

[

を
動
力
藤
と
す
る
垂
鼓
動
貴
尊
で
内
燃
磯
閑
を
有
ず
る
も
Q
以
外
の
も
＼
の
虻
対
し
て
課
す
る
税
率
綻
､

t

I

･
第
八
十
土
魚
の
規
琴
把
か
添
わ
ら
ず
'
三
廟
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
(
昭
和
五
十
l
年
三

〟

朝
町
条
例
弊
　
　
　
　
号
)
に
上
る
改
正
前
聖
二
朝
町
餅
琴
掛
算
<
十
二
条
耽
規
定
す
る
税
率
と
す

I

る

○

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

附
則
第
十
六
条
聖
1
を
削
少
'
附
則
第
十
六
粂
聖
二
を
附
登
十
六
条
の
二
と
し
､
附
則
第
十
六
億
の

/

四

を

由

則

第

十

六

条

の

三

と

す

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

一

一

一

ヽ

l

1

1

-

　

I

-

　

t

､

⊥

附

　

,

刺

れ
施
行
期
日
)

声
1
条
　
と
の
条
例
吐
'
交
付
の
日
か
ら
施
行
L
t

-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

･

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

I

kl昭
和
五
十
-
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
｡
た
だ
し
'

S



-　tl~

i

ノ

　

㌦

′

｢

三
朝
町
税
条
例
第
九
十
末
条
簾
二
項
の
改
正
規
定
は
､
暗
部
五
十
二
毎
l
方
]
日
か
ら
施
行
ず
る
｡
-

(
ノ
町
民
税
に
関
す
み
親
愛
､
の
嵐
用
)

ノ

ノ

弟
二
条
′
改
正
後
の
三
朝
町
税
象
例
還
下
｢
瀞
条
例
｣
と
S
う
止
の
規
定
申
個
人
の
町
民
税
に
関
す
る

P
l

lJ

部
分
綾
'
-
昭
和
五
七
1
年
度
分
の
個
人
Q
町
民
筋
か
ち
適
用
し
､
昭
和
五
十
年
度
分
壇
で
の
個
人
の
町
j

免
税
把
つ
S
て
は
'
.
夜
分
従
前
の
例
に
よ
る
｡
1
-

､

ヽ

新
鹿
例
革
三
i
･
T
条
第
二
革
む
規
定
は
､
昭
和
五
十
3
年
四
月
1
日
(
以
下
r
適
用
日
｣
と
S
う
｡

)
以
農
に
終
了
す
る
専
業
年
度
p
(
は
同
条
撃
二
重
の
野
間
に
係
忌
法
人
の
町
民
税
に
つ
S
て
適
用
し
･

適
用
目
前
に
終
了
し
た
事
業
年
産
叉
は
庖
嶺
の
新
聞
に
係
る
法
人
の
.
町
民
税
に
つ
S
て
は
'
夜
お
従
前

の

例

旺

よ

る

○

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

ヽ

〟

∵
法
人
か
適
用
日
以
凄
把
解
了
す
る
拳
巣
鮮
度
瀧
係
る
新
森
例
療
四
十
八
条
第
蒜
の
申
告
書
(
法
人

～

税
法
′
蒜
和
掛
十
年
法
律
撃
二
十
四
号
)
弟
毛
十
二
条
第
で
壊
(
同
法
第
首
四
十
五
条
第
1
項
に
お
S

ノ
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
　
の
申
告
着
払
係
る
､
も
の
に
限
る
.
)
の
連
出
期
限
が
適
用
目
前
で
あ
る

ヽ

I

場
合
に
姓
､
嘉
韻
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
･
そ
の
法
人
の
当
款
申
告
書
控
係
る
町
民
税
と
し
て
納
付
し

た
ぐ
又
は
納
付
す
べ
き
で
-
た
町
民
税
雲
等
{
は
･
霊
従
属
の
例
に
よ
る
｡

≠

転
1

誓



Lゝ.

-1号　J　　/-

ヽ

1

.

L
･
I
t
.
1
 
1
･
.
.
.
:

蛋-

･
A
J
 
i
;

､

私

人

　

　

転

ヽ

I

蒜
定
資
産
税
収
関
す
る
規
愚
の
漉
舟
)

I

第
三
免
　
新
条
例
の
規
畠
中
濁
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
壮
'
療
和
五
十
-
年
床
分
の
固
定
資
産
我
か
ら

I

適
用
し
'
勝
利
五
輔
車
ま
あ
卦
で
の
鼠
定
資
産
税
把
つ
S
て
壮
'
葱
を
従
前
の
例
に
よ
る
｡

メ

壷
自
動
車
税
に
解
す
偽
規
定
取
連
用
)

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

l

ヽ

贋
四
魚
　
新
条
例
の
裁
定
申
餐
笥
鞠
阜
琴
に
解
す
る
部
分
は
､
昭
郷
五
十
l
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
か
ら

I

適
用
し
､
暗
和
五
十
年
度
分
ま
で
の
替
自
動
車
税
に
つ
S
て
は
'
な
か
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(

ガ

ス

税

に

阻

す

る

規

定

の

遺

骨

)

　

　

　

　

　

.

＼

集
五
条
　
新
条
例
第
九
十
<
条
孝
義
の
規
定
は
'
昭
和
五
十
二
年
1
月
-
日
以
後
に
使
用
す
る
ガ
ス
に

)

対
し
て
課
す
-
べ
尊
か
ス
韓
(
特
別
琴
取
舵
係
る
ガ
ネ
我
に
あ
っ
て
絃
'
同
日
以
後
咋
攻
納
す
べ
き
料
金

)

に
係
る
滝
の
)
に
つ
い
て
適
用
し
､
同
計
軒
に
使
用
し
た
ガ
ス
に
対
し
て
練
す
る
ガ
ス
税
(
特
別
徴
収

に
係
る
ガ
ス
税
に
あ
つ
て
は
'
同
日
前
に
収
納
し
た
'
又
は
収
納
す
べ
き
で
あ
っ
た
料
金
に
係
る
も
の
)

忙
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
ェ
る
｡

.

ち

(
特
別
土
地
保
有
税
に
駆
す
る
規
定
の
通
用
)

～

真
二
ハ
条
　
新
条
例
第
首
三
十
九
舟
.
Q
t
一
三
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

､

＼

:

･

l

,

　

p

 

i

■

　

ヽ

･

r

 

I



-丹-

ヽ　　′　し･-L･1-1こ　-　　　Lr; ､　　　･･一･　　　　･  ･JIT.こ,,.-

rY

打

i

る
｡
)
及
び
新
.
典
例
附
則
象
十
五
条
の
規
定
は
'
昭
和
五
ユ
ニ
年
度
分
か
ら
適
用
し
･
昭
和
五
十
年
度

〔

-

7

分
葱
で
の
特
別
土
地
保
有
税
打
タ
S
て
牲
'
を
類
従
親
の
痢
拓
よ
る
や

㌦

1

′

新
条
例
誓
三
十
九
農
の
こ
妄
慧
淑
簿
に
対
寺
琴
.
F
Q
希
望
地
保
歪
に
警
篭
卦
旺

ヽ

≠

限
る
｡
)
の
規
定
誓
適
用
日
以
後
の
土
地
の
取
租
に
つ
1
て
適
用
し
･
適
用
8
前
の
土
地
の
取
得
に

対
し
て
裸
す
る
軒
別
立
地
保
者
我
に
う
S
て
妓
･
怒
象
従
葡
¢
例
把
,
よ
る
｡


